
区民委員会議案説明資料 

令和３年３月２３日 

件  名 頁 

１ 第４７号議案 足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例・・・・ ２ 

（区 民 部）



第４７号議案説明資料 

令和３年３月２３日 

件 名 足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

所管部課名 区民部国民健康保険課 

内  容 

「国民健康保険法施行令」、「特別区国民健康保険事業の調整に関する共

通基準」及び「租税特別措置法」の改正に伴い、以下のとおり条例を一部改

正する。 

１ 保険料率等の改定 

  条例第１５条の４、第１５条の１２、第１６条の４ 

区 分 現 行 改正案 増 減 

医
療
分

所得割率 100分の7.14 100分の7.13 ▲0.01p

均等割額 39,900円 38,800円 ▲1,100円

賦課割合 54：46 55：45 － 

支
援
分

所得割率 100分の2.29 100分の2.41 ＋0.12p 

均等割額 12,900円 13,200円 ＋300円 

賦課割合 54：46 54：46 － 

合
計

所得割率 100分の9.43 100分の9.54 ＋0.11p 

均等割額 52,800円 52,000円 ▲800円

介
護
分

所得割率 100分の1.98 100分の2.20 ＋0.22p 

均等割額 15,600円 17,000円 ＋1,400円 

賦課割合 53：47 53：47 － 

２ 保険料の減額 

  条例第１９条の２ 

区 分 現 行 改正案 増 減 

医
療
分

７割減額 27,930円 27,160円 ▲770円

５割減額 19,950円 19,400円 ▲550円

２割減額 7,980円 7,760円 ▲220円

支
援
分

７割減額 9,030円 9,240円 ＋210円 

５割減額 6,450円 6,600円 ＋150円 

２割減額 2,580円 2,640円 ＋60円 

介
護
分

７割減額 10,920円 11,900円 ＋980円 

５割減額 7,800円 8,500円 ＋700円 

２割減額 3,120円 3,400円 ＋280円 
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３ 保険料の軽減（均等割額）判定基準の変更 

条例第１９条の２、附則第３条 

保険料の均等割額を軽減する基準を、以下のとおり変更する。 

軽減 

割合 
変更内容（判定基準の見直し） 

７割 

現 行 基準額３３万円 

改正案 
基準額 ４３万円 

＋１０万円×（給与所得者等の数（※１）－１） 

５割 

現 行 基準額３３万円＋２８．５万円×被保険者数（※２） 

改正案 
基準額４３万円＋２８．５万円×被保険者数（※２） 

＋１０万円×（給与所得者等の数（※１）－１） 

２割 

現 行 基準額３３万円＋５２万円×被保険者数（※２） 

改正案 
基準額 ４３万円＋５２万円×被保険者数（※２） 

＋１０万円×（給与所得者等の数（※１）－１） 

※１ 一定の給与所得者（給与収入５５万円超）と公的年金等の支給

（６０万円超（６５歳未満）または１１０万円超（６５歳以上）） 

を受ける者 

※２ 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の

被保険者に移行したものを含む 

４ 租税特別措置法の改正に伴う関連条文の追加 

条例第１５条 

（１）追加条文

租税特別措置法第３５条の３第１項

５ 新型コロナウイルス感染症の定義の変更 

附則第８条 

現 行 

給与等の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に

服することができないとき（新型インフルエンザ等対策特

別措置法（平成24年法律第31号）附則第１条の２に規定す

る新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の

症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。） 

改正案 

給与等の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に

服することができないとき（新型コロナウイルス感染症（病

原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年

１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝

染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）

である感染症をいう。以下同じ。）に感染したとき又は発熱

等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。） 

今後の方針 

施行年月日 

令和３年４月１日から施行し、この条例による改正後の附則第８条の規定

は、同年２月１３日から適用する。 
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【医療分及び支援金分】 

7.13% 2.41% 7.14% 2.29% 7.25% 2.24% 7.32% 2.22% 7.47% 1.96%

38,800円 13,200円 39,900円 12,900円 39,900円 12,300円 39,000円 12,000円 38,400円 11,100円

630,000円 190,000円 630,000円 190,000円 610,000円 190,000円 580,000円 190,000円 540,000円 190,000円

93,389円 31,600円 95,473円 30,729円 95,640円 29,534円 93,287円 28,701円 92,289円 26,152円

※3　平成30年度からの国保制度改革により、保険料の算定方法等に変更があったため、平成29年度の１人あたり保険料は
 算定不能である。

+194.8円 +69.8円 － －

－

保険料額
前年度との差

金額 +3,039円 +2,338円 +838円 － －

月額 +253.3円

53：4757：43 54：46

　１人あたり保険料 36,287円 33,248円 30,910円 30,072円

160,000円

令和3年度（案）
※1

58：42

9.54%

52,000円

820,000円

2.20%

15,600円15,600円

58：42

賦課限度額 170,000円

1.98%

170,000円

※2　介護分の所得割率は区によって異なる。記載の料率は、足立区独自の料率である。

+85.7円 +265.5円 +295.6円

※1　令和3年度の保険料率等は、特別区独自の激変緩和措置として、本来、納付金総額の97%を賦課総額とするべきところ、
 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特殊な社会情勢に鑑み、令和2年度の算入率96％で据え置いている。

160,000円

1.69%

平成29年度

17,000円均等割額

51,000円

9.43%

+604.3円

令和2年度

1.52%

15,600円

+7,252円

15,600円

1.60%

50：50

支援金分

+3,186円

医療分

令和元年度 平成30年度

保
険
料
率
等

※1　令和3年度の保険料率等は、特別区独自の激変緩和措置として、本来、納付金総額の97%を賦課総額とするべきところ、
 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特殊な社会情勢に鑑み、令和2年度の算入率96％で据え置いている。

所得割率

賦 課 割 合
（所得割：均等割）

令和3年度（案）
※1

+3,547円

160,000円

【介護分】

-1,213円

-101.1円

保険料額
前年度との差

+1,028円金額

月額

118,441円

賦 課 割 合
（所得割：均等割）

　１人あたり保険料

賦課限度額

均等割額

医療分

58：42

126,202円

58：42

125,174円124,989円

保
険
料
率
等

医療分

支援金分

820,000円

9.43%

医療分

49,500円

770,000円800,000円

9.54%

52,800円

支援金分

52,200円

730,000円

所得割率 9.49%

令和元年度

121,988円

【別紙１】特別区統一保険料率等（案）の推移について

支援金分

58：42

平成30年度 平成29年度令和2年度

58：42

※2 ※2

※3 ※3

※3

※3 ※3
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１　年金受給者（６５歳以上）１人世帯〔世帯主６５歳のみ〕

年収 100万円 153万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円

２年度保険料 15,840 15,840 86,561 191,421 269,218 348,430 428,585 508,740 591,724 681,309

３年度保険料 15,600 15,600 86,438 192,238 270,942 351,078 432,168 513,258 597,210 687,840

増加額 ▲ 240 ▲ 240 ▲ 123 817 1,724 2,648 3,583 4,518 5,486 6,531

前年度比 0.985 0.985 0.999 1.004 1.006 1.008 1.008 1.009 1.009 1.010

均等割軽減対象 ⑦:▲36,400 ⑦:▲36,400 ②:▲10,400

２　年金受給者（６５歳以上）２人世帯〔世帯主６５歳＋配偶者６５歳・収入なし〕

年収 100万円 153万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円

２年度保険料 31,680 31,680 97,121 244,221 322,018 401,230 481,385 561,540 644,524 734,109

３年度保険料 31,200 31,200 96,838 244,238 322,942 403,078 484,168 565,258 649,210 739,840

増加額 ▲ 480 ▲ 480 ▲ 283 17 924 1,848 2,783 3,718 4,686 5,731

前年度比 0.985 0.985 0.997 1.000 1.003 1.005 1.006 1.007 1.007 1.008

均等割軽減対象 ⑦:▲72,800 ⑦:▲72,800 ⑤▲52,000

３　給与所得者（６５歳未満）１人世帯〔世帯主３５歳のみ〕

年収 98万円 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円

２年度保険料 15,840 28,286 136,727 202,737 272,519 347,959 423,399 502,611 587,481 672,351

３年度保険料 15,600 27,908 136,906 203,686 274,282 350,602 426,922 507,058 592,918 683,548

増加額 ▲ 240 ▲ 378 179 949 1,763 2,643 3,523 4,447 5,437 11,197

前年度比 0.985 0.987 1.001 1.005 1.006 1.008 1.008 1.009 1.009 1.017

均等割軽減対象 ⑦:▲36,400 ⑤▲26,000

【別紙２】令和３年度国民健康保険料試算について（医療分＋支援金分）

※年金収入153万円及び給与収入98万円は、均等割のみ世帯の収入上限で

5



４　給与所得者（６５歳未満）２人世帯〔世帯主３５歳＋配偶者３５歳・収入なし〕

年収 98万円 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円

２年度保険料 31,680 54,686 168,407 255,537 325,319 400,759 476,199 555,411 640,281 725,151

３年度保険料 31,200 53,908 168,106 255,686 326,282 402,602 478,922 559,058 644,918 735,548

増加額 ▲ 480 ▲ 778 ▲ 301 149 963 1,843 2,723 3,647 4,637 10,397

前年度比 0.985 0.986 0.998 1.001 1.003 1.005 1.006 1.007 1.007 1.014

均等割軽減対象 ⑦:▲72,800 ⑤▲52,000 ②▲20,800

５　給与所得者（６５歳未満）３人世帯〔世帯主３５歳＋配偶者３５歳・収入なし＋子１０歳・収入なし〕

年収 98万円 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円

２年度保険料 47,520 81,086 210,647 308,337 378,119 453,559 528,999 608,211 693,081 777,951

３年度保険料 46,800 79,908 209,706 307,686 378,282 454,602 530,922 611,058 696,918 787,548

増加額 ▲ 720 ▲ 1,178 ▲ 941 ▲ 651 163 1,043 1,923 2,847 3,837 9,597

前年度比 0.985 0.985 0.996 0.998 1.000 1.002 1.004 1.005 1.006 1.012

均等割軽減対象 ⑦:▲109,200 ⑤▲78,000 ②▲31,200

◆ 均等割軽減対象

７割軽減⑦　 （２年度）　　基準額３３万円

（３年度）　　基準額４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数（※１）－１）

５割軽減⑤ （２年度）　　基準額３３万円＋２８．５万円×被保険者数（※２）

（３年度）　　基準額４３万円＋２８．５万円×被保険者数（※２）＋１０万円×（給与所得者等の数（※１）－１）

２割軽減② （２年度）　　基準額３３万円＋５２万円×被保険者数（※２）

（３年度）　　基準額４３万円＋５２万円×被保険者数（※２）＋１０万円×（給与所得者等の数（※１）－１）

※１　一定の給与所得者（給与収入５５万円超）と公的年金等の支給（６０万円超（６５歳未満）または１１０万円超（６５歳以上））を受ける者

※２　同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行したものを含む
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足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区国民健康保険条例 ○足立区国民健康保険条例

昭和34年11月20日条例第11号 昭和34年11月20日条例第11号 

目次から第14条の４（略） 目次から第14条の４（略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第15条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第

33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則

第35条の２の６第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特

別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34

条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条

の２第１項 又は第36条の規定の適用がある場合には、

これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条第５項に規定

する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項

又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法

第32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は第35条の

３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

第15条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第

33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則

第35条の２の６第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特

別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34

条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条

の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、

これらの規定の適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条第５項に規定

する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項

又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法

第32条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は第35条の

３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

別紙３
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改正前 改正後 

額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第

５項及び第16条第２項において準用する場合を含む。第19条の２第１号に

おいて同じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法

第12条第６項及び第16条第３項において準用する場合を含む。同号におい

て同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。

以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定す

る条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第314条の２第２項

の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）をいう。以下同じ。）に第15条の４の所得割の保険料率

を乗じて算定する。 

額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第

５項及び第16条第２項において準用する場合を含む。第19条の２第１号に

おいて同じ。）に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法

第12条第６項及び第16条第３項において準用する場合を含む。同号におい

て同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。

以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定す

る条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第314条の２第２項

の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金

額等」という。）          に第15条の４の所得割の保険料率

を乗じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

第15条の２～第15条の３（略） 第15条の２～第15条の３（略） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第15条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

第15条の４ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

(１) 所得割 100分の7.14（一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の

54に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（法施行令第29条の７第２項

第４号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則（昭

和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。）第32条の９に規定する

方法により補正された後の金額）の総額で除して得た数） 

(１) 所得割 100分の7.13（一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の

55に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（法施行令第29条の７第２項

第４号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則（昭

和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。）第32条の９に規定する

方法により補正された後の金額）の総額で除して得た数） 
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改正前 改正後 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき ３万9,900円（一般被保険者

に係る基礎賦課総額の100分の46に相当する額を当該年度の前年度及び

その直前の２箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算

定した数で除して得た額） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき ３万8,800円（一般被保険者

に係る基礎賦課総額の100分の45に相当する額を当該年度の前年度及び

その直前の２箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算

定した数で除して得た額） 

第15条の５～第15条の11（略） 第15条の５～第15条の11（略） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。 

第15条の12 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。 

(１) 所得割 100分の2.29（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額の100分の54に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（法施行令第

29条の７第３項第４号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条

の９の２に規定する方法により補正された後の金額）の総額で除して得

た数） 

(１) 所得割 100分の2.41（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額の100分の54に相当する額を一般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（法施行令第

29条の７第３項第４号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条

の９の２に規定する方法により補正された後の金額）の総額で除して得

た数） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１万2,900円（一般被保険者に

係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の46に相当する額を当該年度

の前年度及びその直前の２箇年度の各年度における一般被保険者の数等

を勘案して算定した数で除して得た額） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき１万3,200円（一般被保険者に

係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の46に相当する額を当該年度

の前年度及びその直前の２箇年度の各年度における一般被保険者の数等

を勘案して算定した数で除して得た額） 

第15条の13～第16条の３（略） 第15条の13～第16条の３（略） 

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率） 

第16条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 

第16条の４ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 

(１) 所得割 100分の1.98（介護納付金賦課総額の100分の53に相当する

額を介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に

(１) 所得割 100分の2.20（介護納付金賦課総額の100分の53に相当する

額を介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に
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改正前 改正後 

係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（法施行令第29条の７第４項第

４号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条の10に規定する方

法により補正された後の金額）の総額で除して得た数） 

係る基礎控除後の総所得金額等の見込額（法施行令第29条の７第４項第

４号ただし書に規定する場合にあつては、省令第32条の10に規定する方

法により補正された後の金額）の総額で除して得た数） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき １万5,600円（介護納付金賦

課総額の100分の47に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２

箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定

した数で除して得た額） 

(２) 被保険者均等割 被保険者１人につき １万7,000円（介護納付金賦

課総額の100分の47に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２

箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定

した数で除して得た額） 

第16条の５～第19条 第16条の５～第19条 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第19条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の額は、

第14条の４又は第15条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号のアに定

める額を減額して得た額（当該減額して得た額が63万円を超える場合には、

63万円）及び第15条の10又は第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額から、

それぞれ当該各号のイに定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

が19万円を超える場合には、19万円）並びに第16条の２の介護納付金賦課

額から、それぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

第19条の２ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の額は、

第14条の４又は第15条の５の基礎賦課額から、それぞれ当該各号のアに定

める額を減額して得た額（当該減額して得た額が63万円を超える場合には、

63万円）及び第15条の10又は第15条の13の後期高齢者支援金等賦課額から、

それぞれ当該各号のイに定める額を減額して得た額（当該減額して得た額

が19万円を超える場合には、19万円）並びに第16条の２の介護納付金賦課

額から、それぞれ当該各号のウに定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世

帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当し

たことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失し

た日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）に

つき算定した地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額（同法第

317条の２第１項第２号に規定する青色専従者給与額又は同法第313条第

５項に規定する事業専従者控除額については、同条第３項、第４項又は

第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和40年法律第33号）第57条第１

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世

帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当し

たことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失し

た日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）に

つき算定した地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額（同法第

317条の２第１項第２号に規定する青色専従者給与額又は同法第313条第

５項に規定する事業専従者控除額については、同条第３項、第４項又は

第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和40年法律第33号）第57条第１
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改正前 改正後 

項、第３項又は第４項の規定の例によらないものとし、地方税法第314条

の２第１項に規定する山林所得金額及び他の所得と区分して計算される

所得の金額（同法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額（同法附則第35条の２の６第11項又は第15項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所

得の金額、同法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は第35

条の３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等の

額、同条第４項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法

第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に

規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の算

定についても同様とする。以下この条において同じ。）及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税

法第314条の２第２項に規定する金額を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者 

項、第３項又は第４項の規定の例によらないものとし、地方税法第314条

の２第１項に規定する山林所得金額及び他の所得と区分して計算される

所得の金額（同法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額（同法附則第35条の２の６第11項又は第15項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所

得の金額、同法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は第35

条の３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等の

額、同条第４項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法

第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に

規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の算

定についても同様とする。以下この条において同じ。）及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税

法第314条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世

帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において

「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項

に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第１項に規定する給与所得

について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する
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改正前 改正後 

者（前年中に地方税法第314条の２第１項に規定する総所得金額に係る所

得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４

項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者に

あつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65

歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下こ

の号、次号及び第３号において「給与所得者等の数」という。）が２以上

の場合にあつては、地方税法第314条の２第２項第１号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加え

た金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について ２万

7,930円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について ２万

7,160円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人

について 9,030円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人

について 9,240円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について

１万920円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について

１万1,900円 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に規

定する金額に28万5,000円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在にお

いて、その世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者であつて前号に該当する者以外の者 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項第１

号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつ

ては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に28万5,000円に当該年度の保険料賦

課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生し

た日とする。）現在において、その世帯に属する被保険者の数と特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について １万

9,950円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について １万

9,400円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人 イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人
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改正前 改正後 

について 6,450円 について 6,600円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について

7,800円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について

8,500円 

(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に

規定する金額に52万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険

料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在におい

て、その世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務

者であつて前２号に該当する者以外の者 

(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項第

１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加えた金額）に52万円に当該年度の保険料

賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において、その世帯に属する被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者であつて前２号に該当する者以外の者 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について 

7,980円 

ア 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について 

7,760円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人

について 2,580円 

イ 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人

について 2,640円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について

3,120円 

ウ 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者１人について

3,400円 

第19条の３～第29条 第19条の３～第29条 

附 則 附 則 

第１条～第２条（略） 第１条～第２条（略） 

（公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例） （公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例） 

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係

第３条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係
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改正前 改正後 

る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上で

ある者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第19条の２の規

定の適用については、同条第１号中「総所得金額（同法）」とあるのは「総

所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得につい

ては、同条第２項第１号の規定によつて計算した額から15万円を控除した

額によるものとし、地方税法」とする。 

る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上で

ある者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第19条の２の規

定の適用については、同条第１号中「総所得金額（同法 」とあるのは「総

所得金額（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得につい

ては、同条第２項第１号の規定によつて計算した額から15万円を控除した

額によるものとし、地方税法」と、「110万円」とあるのは「125万円」と

する。 

第４条～第７条まで（略） 第４条～第７条まで（略） 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第８条 給与等（所得税法第28条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健

康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の

支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき

（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）附則第１

条の２に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の

症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服

することができなくなつた日から起算して３日を経過した日から労務に服

することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日につい

て、傷病手当金を支給する。 

第８条 給与等（所得税法第28条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健

康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の

支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき

（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、

人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である

感染症をいう。以下同じ。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該

感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができ

なくなつた日から起算して３日を経過した日から労務に服することができ

ない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を

支給する。 

２ 省略 ２ 省略 

第８条の２以降（略） 第８条の２以降（略） 

付 則（令和３年●月●●日条例第●●号） 

（施行期日等） 
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改正前 改正後 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第８条第１

項の改正規定は、公布の日から施行し、この条例による改正後の同項の規

定は、令和３年２月１３日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区国民健康保険条例第15条、第15条の４、

第15条の12、第16条の４、第19条の２及び附則第３条の規定は、令和３年

度以後の年度分の保険料について適用し、令和２年度以前の年度分の保険

料については、なお従前の例による。 
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